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第５章 越谷市の食育（越谷市食育推進計画） 

１ 食育とは 

食育と は、 生き る上での基本であっ て、 知育、 徳育及び体育の基礎と なるべき も のであ

り 、 近年における国民の食生活をめぐ る環境の変化を踏まえつつ、 健全な食生活を実践で

き るよう 、 様々な経験を通じ て「 食」 に関する知識と 「 食」 を選択する力を育てるも ので

す。  

一人一人が生涯にわたっ て健全な心身を培い、 豊かな人間性を育むために食育が必要で

すが、 特に子ども に対する食育は、 心身の成長及び人格の形成に大き な影響を及ぼし 、 生

涯にわたっ て健全な心と 身体を培い、 豊かな人間性を育む基礎と なり ます。 さ ら に、 食育

は、 食に関する適切な判断力を養い、 心身の健康の増進と 豊かな人間形成に資するも ので

す。 生涯にわたっ て健全な食生活を実現するこ と により 、 健康で文化的な国民の生活と 豊

かで活力ある社会の実現を図り ます。  

 

 

２ 食育の推進に向けて 

食べるこ と は、 生き ていく ために欠かせない行動のひと つです。 現在、 食環境が豊かに

なっ て選択肢が広がり 、 生活スタ イ ルも 多様化する中で、 健全な食生活を送るためには、

正し い食の知識や選択する力が必要になっ ています。  

食育基本法に基づき 、 国は「 食育推進基本計画」 を、 埼玉県は「 埼玉県食育推進計画」

を策定し て食育を計画的・ 総合的に進めています。  

 

国は、 令和３ 年度（ ２ ０ ２ １ 年度） から おおむね５ 年間を計画期間と し た「 第４ 次食育

推進基本計画」 で、 ３ つの重点事項を挙げています。  

（ １ ） 生涯を通じ た心身の健康を支える食育の推進 

（ ２ ） 持続可能な食を支える食育の推進 

（ ３ ）「 新たな日常」 やデジタ ル化に対応し た食育の推進 

こ れら の重点事項に加え、 Ｓ Ｄ Ｇ ｓ の考え方を踏まえた食育の推進を図り 、 国や地方公

共団体を始め、 多く の関係者の理解の下、 共通の目標を掲げ、 その達成を目指し て連携・

協働し て取り 組むこ と が有効であると し ています。  

 

県は、 平成３ １ 年度（ ２ ０ １ ９ 年度） から 令和５ 年度（ ２ ０ ２ ３ 年度） までの５ 年間を

計画期間と し た「 第４ 次埼玉県食育推進計画」 で、「 食育で豊かな健康づく り 」 を基本理念

と し て、 ３ つの基本方針を掲げています。  

（ １ ） 健全な身体を育む ～食育が健康づく り の第一歩～ 

（ ２ ） 豊かな心を培う  ～食育で心豊かな人づく り ～ 

（ ３ ） 正し い知識を養う  ～家族で意識「 食の安全」 ～ 
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「 県民が生涯にわたっ て健全な心身を培い、 豊かな人間性を育む」 こ と を目標に、 現状

の課題等を踏まえ、 食育の推進のために、 県民、 関係機関、 団体等の理解と 協力の下、 着

実に各施策の推進を図るこ と が必要であると し ています。  

 

本市においても 、 こ れら の計画と 連携・ 整合を図り 、 市民や各種団体、 行政がそれぞれ

の分野で取り 組んでいる食育を充実さ せながら 継続し ていく と と も に、 相互に協力または

補完するなど連携を取り 合い、 協働し ながら 本市の食育を推進し ていき ます。  

 

 

３ 食をめぐる問題 

社会情勢の変化に伴い、 食生活や食をと り まく 環境が大き く 変わり 、 生活のリ ズムと し

ての規則正し い食事、 栄養面でのバラ ンスのと れた食事などの健全な食生活を実践するこ

と が困難な場面が増加し てきているこ と が指摘さ れています。  

現在、 国の「 第４ 次食育推進基本計画」 で取り 組むこ と と さ れている問題と し て、 主に

次のよう な事項が挙げら れます。  

 

（１）心身の健康の増進と豊かな人間形成 

心身の健康の増進と 豊かな人間形成は、 食育を推進する際の目的の要であり 、 健康長

寿の観点から は、 肥満、 やせ、 低栄養、 生活習慣病（ Ｎ Ｃ Ｄ ｓ ） の発症や重症化の予防・

改善を視野に入れる必要があると さ れています。  

また、 様々な種類の食材が多様な形で加工・ 提供さ れるよう になっ てき ているこ と を

踏まえ、 健全な食生活を自ら 実践するために、 食に関する知識や食品の選び方等も 含め

た判断力を一人一人が備える必要性が従来以上に高まっ ています。 年齢や健康状態、 生

活環境等に配慮し つつ、 生涯にわたる健全な食生活の実現を目指し て施策を講じ る必要

があると さ れています。  

 

（２）子どもへの食育の推進 

子ども への食育の推進は、 健全な心身と 豊かな人間性を育んでいく 基礎をなすも ので

あり 、 子ども の成長、 発達に合わせた切れ目のない推進が重要です。 保護者や教育、 保

育に携わる関係者等の意識の向上を図ると と も に、相互の密接な連携の下、家庭、学校、

保育所、 地域社会等の場で子ども が楽し く 食について学ぶこ と ができ るよう 、 積極的な

取組が必要だと さ れています。  

また、 子ども への食育を推進する際には、 健全な食習慣や食の安全についての理解を

確立し ていく 中で、 食に関する感謝の念と 理解、 食品の安全及び健康な食生活に必要な

栄養に関する知識、 社会人と し て身に付けるべき 食事の際の作法等、 食に関する基礎の

習得等を図るこ と と さ れています。  
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（３）食に関する感謝の念と理解 

飢餓や栄養不足等の世界の食料事情の厳し い状況を理解し 、 食事ができ るこ と に感謝

の念を持ちつつ、 国内では大量の食料が食べら れないまま廃棄さ れていると いう 食料資

源の浪費や環境への負荷の増加にも 目を向ける必要があると さ れています。  

「 も っ たいない」 と いう 精神で、 食べ物を無駄にせず、 食品ロスの削減に取り 組むこ

と や、 日々の食生活が自然の恩恵の上に成り 立つこ と や生産者など多く の人々の苦労や

努力に支えら れているこ と を実感でき るよう な機会を持つこ と は、 食育の観点から も 極

めて大切です。  

また、食料の生産から 消費等に至るまでの食の循環が環境へ与える影響に配慮し つつ、

食に関する体験活動に参加する機会をも つこ と や、 先人によっ て培われてき た多様な食

文化や、時代に応じ た優れた食文化を育み、地域の特性を活かし た食生活の継承・ 発展、

環境と 調和のと れた食料の生産・ 消費等を図っ ていく 必要があると さ れています。  

 

（４）食品の安全性の確保等における食育の役割 

食品の安全性の確保は、 国民の健康と 健全な食生活の実現に当たっ て基本的な問題で

あり 、 食品の提供者だけでなく 、 消費する立場の国民一人一人が食品の安全性を始めと

する食に関する知識と 理解を深めるよう 努めると と も に、 自分の食生活について、 自ら

適切に判断し 、 選択し ていく こ と が必要だと さ れています。  

こ こ までに触れた「（１）心身の健康の増進と豊かな人間形成」「（２）子どもへの食育

の推進」 と も 関連し て、 食に関する知識と 食を選択する力の習得のため、 食に関する幅

広い情報を多様な手段で、 国民が理解し 、 十分に活用できるよう 提供すると と も に、 教

育の機会を充実さ せるなど、 行政や関係団体、 国民等と の間の情報・ 意見交換が積極的

に行われるこ と が大切だと さ れています。  

 

 

４ 食育推進の基本目標 

国及び県の食育推進計画を念頭におき ながら 、 第３ 次越谷市健康づく り 行動計画・ 食育

推進計画の基本理念と し て掲げた「 みんなが健康で共生し て住み続けら れるまちづく り 」

の実現に向けて、 基本目標を、 第４ 章の「 １  栄養・ 食生活」 と 同じ く 、 次のと おり と し

ます。  

 

食事を大切にし、元気な体をつくろう 

家族や仲間と楽しく食事をする機会を増やそう 
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５ 食育を推進する宣言 

本市の食育及び食生活の取組を進めるため、「 ３  食をめぐ る問題」 を踏まえ、「 ４  食

育推進の基本目標」 に沿っ て、 第４ 章の「 １  栄養・ 食生活」 に掲げる行動目標を 、 食育

を推進する宣言と し ます。  

 

宣言① 生活リズムを整えよう 

朝食を毎日食べ、望ましい食習慣の形成や、生涯にわたる健康的な生活リズ

ムを確立します。 

朝食から 始まる一日３ 食の規則正し い食事は生活リ ズムを整え、 望まし い食習慣を形

成し ます。 子ども の頃から 朝食をと る習慣を身につけるこ と が大切です。  

また、 朝食の欠食は早食いやまと め食いにつながり 、 肥満や生活習慣病（ Ｎ Ｃ Ｄ ｓ ）

を招く ほか、 一日２ 回の食事では必要な栄養素をと るこ と ができ ず低栄養状態をも たら

し ます。 生活習慣病（ Ｎ Ｃ Ｄ ｓ ） 予防や介護予防の観点から も 朝食は大変重要です。  

朝食を毎日食べ、 望まし い生活リ ズムを確立するよう 取り 組みます。  

 

宣言② 食事を大切にしよう 

食を通じたコミュニケーションや、「食」や「農」を体験する機会を増やし、

食を楽しみます。 

家族や友人と 食卓を囲んだり 、 農業体験を通じ て地域の農産物への理解を深め、 郷土

料理や地域の食文化に触れるこ と は食の楽し さ を実感するだけでなく 、 精神的な豊かさ

の観点から も 重要です。 食に関する様々な経験を通し て、 豊かな心を培い、 食に対し て

感謝の気持ちを育てると と も に、 食品ロス削減にも つながるよう 取り 組みます。  

また、 こ れら を地域へと 広め、 次世代へ継承するよう 努めます。  

 

宣言③ 元気な体をつくろう 

適切な量と質の食事を実践し、適正体重を維持します。 

生涯を通じ て健康でいきいき と 過ごすためには、 栄養バラ ンスのと れた食事による健

康な体づく り が欠かせません。 自分に合っ た食事の内容を理解し 、 実践するこ と が大切

です。  

野菜不足や、 脂質や塩分の過剰摂取などの偏っ た食事バラ ンスを整え、 元気な体をつ

く るよう 取り 組みます。  

 

宣言④ 食の安全性を求めよう 

食品の安全性に興味を持ち、食に関する知識と理解を深めます。 

食物の品質や安全性への関心を高め、 正し い知識を持つこ と により 、 溢れる情報の中

から 適切に選択し 、 生活に活かすこ と が大切です。  

適切な情報を選択する力を身につけ、 正し い知識を養う よう 取り 組みます。  
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６ ライフステージに応じた取組 

具体的な取組と し て、「 妊娠（ 胎児） 期」、「 乳幼児期」、「 学童・ 思春期」、「 青年・ 壮年期」、

「 高齢期」 の５ つのラ イ フ ステージでの取組を推進し ます。  

 

 

■ 妊娠（胎児）期 

妊娠期は女性にと っ て最も 変化の大き い時期であり 、 胎児期は一生を通じ て最も 成長

が著し い時期です。 お腹の赤ちゃ んは全ての栄養素を胎盤を通し て母体の血液から 得ま

す。 妊婦自身が栄養面に配慮し 、 適正に体重を増やすこ と が大切です。 特に、 妊娠期に

体重増加が極端に少ないと 低出生体重児と なるリ スク が高まり 、 妊娠期の肥満は妊娠高

血圧症候群や妊娠糖尿病の発症リ スク と なるこ と がわかっ ています。  

また、 元気な赤ちゃ んを産み育てるためには、 規則正し い食生活や栄養バラ ンスのと

れた食事をするなど、 妊娠中から 望まし い食習慣を実践し ていく こ と が大切です。  

 

■ 乳幼児期（０～５歳） 

食習慣や生活リ ズムの基礎をつく る大切な時期です。 食を通じ た親子のコ ミ ュ ニケー

ショ ンなど様々な体験から 食の楽し さ を知り 、 食への興味を高め、 食べる意欲を養いま

す。  

食生活をはじ めと し た生活習慣の基礎づく り では、 周囲の大人の意識や行動が大きく

影響し ます。 自分に合っ た食生活を選択でき る大人になれるよう 、 周囲のサポート が必

要です。  

 

■ 学童・思春期（６～１８歳） 

生活習慣の基礎を固め、 健全な食生活を実践する力を身につけ、 自分ら し い食生活を

確立し ていく 時期です。  

様々な学習を通し て、 食事の栄養バラ ンスや、 食べも のの生産から 食卓までの過程や

それをと り まく 環境問題などの幅広い知識を習得し 、 食への興味や関心を深め実践し ま

す。  

また、 家族や仲間と のコ ミ ュ ニケーショ ン、 地域と のつながり や暮ら し の中で食の楽

し さ を実感し 、 食を大切にする心を育みます。  

 

■ 青年・壮年期（１９～６４歳） 

こ れまで身につけてき た知識や技術を活かし て食を楽し み、 次世代へ望まし い食習慣

や食文化などを伝える時期です。  

また、 生活に様々な変化がある時で、 生活習慣病（ Ｎ Ｃ Ｄ ｓ ） 予防に向けて食生活の

改善などの健康づく り を積極的に実践するこ と が必要です。  

 



第５章 越谷市の食育（越谷市食育推進計画） 

- 155 - 

■ 高齢期（６５歳～） 

元気で長生き するために体の変化に応じ た食生活を実践し 、 自ら の健康を管理すると

と も に、 こ れまで築いてき た知識と 経験を楽し みながら 次世代へ伝えるこ と が求めら れ

ます。  

また、 家族や仲間と 食を楽し み、 食を通じ て心身と も に健やかに豊かな生き がいのあ

る生活を実現し ます。  

 

５ つのラ イ フ ステージにおける関係団体・ 行政の取組は、第４ 章の「 １  栄養・ 食生活」

と 同様と し 、 次のページに市民の取組を示し ます。  
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 宣言① 生活リズムを整えよう 宣言② 食事を大切にしよう 

共
通 

○毎日朝食を 食べます。  

○１ 日３ 食、 規則正し く 食べま

す。  

○みんなでそろ っ て食事をし ます。  

○食の楽し さ を 味わいます。  

○郷土料理、 行事食に親し みます。  

○よく 噛み、 味わっ て食べます。  

○自然の恵みや生産者に感謝し 、環境に配慮し た農林

水産物・ 食品を 選びます。  

○食品ロスの現状を知り 、 削減に取り 組みます。  

妊
娠(

胎
児)

期 

○毎日朝食を 食べ、 子育てに備

えて生活リ ズムを 整えます。  

○みんなで楽し く 食卓を 囲むよう 心がけます。  

乳
幼
児
期(

０
～
５
歳)

 

○毎日朝食を 食べ、 食事のリ ズ

ムを 身につけます。  

○お腹を 空かせて食事の時間を

迎えます。  

○早寝、 早起き の習慣を 身につ

けます。  

○子ども に一人で食事を さ せないよう 、大人が一緒に

食事を し ます。  

○挨拶を はじ めと する食事のマナーを身につけます。 

○いろ いろ な種類の食べ物にふれ、 味や匂い、 形、 歯

ざわり などを 体験し ます。  

○味わっ て食べる準備と し て、噛むこ と や上手に飲み

込むこ と を覚えます。  

学
童･

思
春
期(

６
～ 

歳) 

○「 早寝、早起き 、朝ごはん」 を

毎日実行し ます。  

○家族や仲間と 食事を し 、マナーや社会性を 習得し ま

す。  

○栽培や収穫などを体験し 、 食に感謝を し ます。  

○料理などの食体験を 通じ て食への関心を 高め、食べ

る意欲を 養います。  

○郷土料理や行事食を 知り ます。  

○よく 噛んで味わっ て食べる習慣を 身につけます。  

青
年･

壮
年
期(

 

～ 

歳)
 

○毎日朝食を し っ かり 食べま

す。  

○１ 日３ 食、 規則正し く 食べ、

生活リ ズムを 整えます。  

○家族や仲間と 食事を する機会をつく り ます。  

○伝統的な家庭料理や郷土料理、行事食など地域の食

文化を 大切にし 、 次世代へ伝えます。  

○食育のボラ ンティ ア活動を し ます。  

○意識し てよく 噛み、 味わいます。  

高
齢
期(

 

歳
～) 

○１ 日３ 食し っ かり 食べ、 規則

正し い生活リ ズムを 維持し ま

す。  

○家族や仲間、地域の人と 食事を し 、交流する機会を

持ちます。  

○伝統的な家庭料理や郷土料理、行事食など地域の食

文化を 大切にし 、 次世代へ伝えます。  

○食育のボラ ンティ ア活動を 楽し みます。  

○よく 噛んで味わい、 食を楽し みます。  

１８ 

１９ 

６４ 

６５ 
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宣言③ 元気な体をつくろう 宣言④ 食の安全性を求めよう 

○主食・ 主菜・ 副菜のそろ っ た食事を し ます。  

○う す味を 心がけます。  

○食の正し い知識を身につけます。  

○地元の食材や旬の食材を 味わいます。  

 

○妊娠中、授乳中に必要な食事を知り 、生活に取り

入れます。  

○う す味に気をつけます。  

○食の安全に関する情報を 収集し 、 適切

に選択する力を身につけます。  

○大人が主食・ 主菜・ 副菜のそろ っ た食事を 用意し

ます。  

○う す味で食材の味を楽し むこ と を覚えます。  

○好き な食べ物を 増やし 、 食べら れる 食材を 広げ

ます。  

○子ども の食べたいも のが増えるよう 、大き さ 、固

さ 、 味付けなどを 大人が工夫し ます。  

○周り の大人が食の安全・ 安心に関する

知識を 身につけます。  

○主食・ 主菜・ 副菜のそろ っ た食事の形を 体得し ま

す。  

○バラ ン スの良い食事や自分に合っ た食事の量を

学びます。  

○好き 嫌いなく 何でも 食べます。  

○糖分の多い間食や清涼飲料水のと り 方を 学びま

す。  

○一緒に買い物へ行き 、 食材を 選ぶ力を

身につけます。  

○食品表示について学びます。  

○主食・ 主菜・ 副菜のそろ っ た食事を と り 、適正体

重を 維持し ます。  

○今より 一皿多く 野菜料理を食べます。  

○年に１ 回健康診査を 受け、 自分の体に合っ た食

生活を 実践し ます。  

○う す味を 楽し む工夫を 身につけます。  

○食に関する正し い知識を 持ち、 実践し

ます。  

○食品表示を 参考にし て、 食品を 選びま

す。  

○地場産の食材を 利用し ます。  

○食に関する正し い情報を 選択する力を

身につけます。  

○主食・ 主菜・ 副菜を そろ えた食事を 続け、健康を

維持し ます。  

○良質のたんぱく 質やカ ルシウムの不足に気を つ

け、 フ レ イ ルや低栄養になら ないよう にし ます。 

○年に１ 回健康診査を 受け、 体の変化に合わせた

食生活を送り ます。  

○う す味を 継続し ます。  

○習得し た食の知識を 実践する と と も

に、 地域へ広げます。  

○食品表示を 参考にし て、 食品を 選びま

す。  

○地場産の食材を 利用し ます。  

○食に関する正し い情報を 選択する力を

身につけます。  
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第６章 計画の推進 

１ 協働による計画の推進 

（１）市民の役割 

健康づく り を推進し ていく ためには、 主体である市民一人ひと り が積極的に取り 組む

こ と が重要です。「 自ら の健康は自ら が守る」 と いう 自覚と 認識をも ち、 自ら の生活習慣

を見直すと と も に、「 こ こ ろ」 と「 から だ」 にと っ て健康的な生活習慣を身につけ、 定期

的な健康診査の受診、 市で実施し ている健康施策や講座などへ関心を持つなど、 生涯を

通じ た健康づく り を積極的に実践するこ と が重要です。  

 

（２）家庭・地域の役割 

家庭においては、 家族ぐ るみで各個人の健康づく り の支援や食育の実践に取り 組むと

と も に、 地域社会の一員と し て、 地域ぐ るみの健康づく り や食育の活動に積極的に参加

し ます。  

健康づく り のすそ野を広げるためには、 市民が地域で主体的に取り 組める仕組みづく

り が重要です。 地域の中で気軽に参加できる健康づく り や食育を推進するために、 食生

活改善推進員（ ヘルスメ イ ト ） や健康長寿サポータ ーと いっ た地区組織の活動や地域の

諸団体と の情報共有に努めます。  

 

（３）健康関係機関・団体等との連携 

健康づく り を推進し ていく ために、 医師、 歯科医師、 薬剤師、 保健師、 看護師、 栄養

士等の健康づく り に関わるマンパワーと 保健、 医療、 介護等に関わる関係機関、 団体等

が共通の保健サービスを提供するために連携を強化し ていき ます。  

 

（４）行政の推進体制 

計画の趣旨や内容について、「 広報こ し がや」 やホームページ等を通じ て広く 市民に周

知し 、 健康づく り への主体的な取組の促進と 健康意識を高めていき ます。  

また、 市民一人ひと り の健康づく り の推進を図るため、 必要な情報の収集や関係機関

などと 連携を図り ながら 、 質の高い保健サービスの提供に努めます。  

計画の推進にあたっ ては、 庁内の関係各課の連携のも と 全庁的な体制にて健康づく り

を推進し ます。  
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２ 計画の進行管理 

第３ 次越谷市健康づく り 行動計画・ 食育推進計画「 いき いき 越谷２ １ 」 を具体的かつ効

率的に推進し ていく ためには、 国、 県などの関係行政機関、 近隣自治体や保健・ 医療機関

と の連携を強化するだけでなく 、 市民の主体的な参加と 実践が必要不可欠です。 また、 庁

内の関係各課及び関係団体と 連携を図り 、 市民の健康づく り を支援し ていき ます。  

市民の健康づく り においては、 市民の健康を担う 健康づく り 推進課が中心と なり 計画の

進行管理を行います。具体的には、７ つの分野での数値目標の達成状況と 事業の実施状況、

市民の健康に対する意識等を確認し 、 評価し ます。  

目標値の達成状況などについては、 アンケート 調査などにより 評価を行い、 目標達成に

向けた課題の整理と 取組内容の見直し ・ 修正を行います。  

また、 計画の最終年度である令和１ ７ 年度（ ２ ０ ３ ５ 年度） に最終評価を行い、 設定し

た目標の達成状況を把握し 、 次に目指し ていく べき 方向性を検証し 、 次の計画づく り に活

かし ていき ます。  

 

 

３ 計画の評価方法 

Ｐ Ｄ Ｃ Ａ （ Ｐ ｌ ａ ｎ ： 計画、 Ｄ ｏ ： 実行、 Ｃ ｈ ｅ ｃ ｋ ： 評価、 Ａ ｃ ｔ ｉ ｏ ｎ ： 見直し ） サ

イ ク ルに基づき 、 計画どおり に実施でき たかを点検し 、 改善策を講じ ながら 、 市民の健康

づく り を推進し ていき ます。  

 

図６－３－１ ＰＤＣＡサイクルのイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３次越谷市健康づくり 

行動計画・食育推進計画 

「いきいき越谷２１」 
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年月 策定内容 保健衛生審議会 検討委員会 作業部会 備考

令和4年 8月24日(水) アンケート案の
8月 令和4年度第1回会議 提示

令和4年 アンケート調査の

10月 実施
令和5年 2月13日(月) アンケート結果

2月 令和4年度第2回会議 報告
令和5年

4月

令和5年
5月

令和5年
6月

令和5年
7月

アンケート調査結果分析 8月8日(火) 8月8日(火)
計画構成･骨子案の検討 令和5年度第1回会議 諮問

令和5年 検討委員会・

8月 作業部会の設置
8月30日(水) 8月30日(水)

第1回検討委員会 第1回作業部会

令和5年 9月20日(水)
9月 令和5年度第2回会議

9月27日(水)

第2回作業部会

令和5年

10月
10月27日(金)

第3回作業部会

令和5年
11月

11月27日(月)

第2回検討委員会

令和5年

12月 12月25日(月)

令和5年度第3回会議 12月27日(水)
政策会議

令和6年
1月 パブリックコメント

の実施

（1月6日～2月4日）

パブリックコメント対応検討

令和6年 計画案の最終確認

2月 2月19日(月)

令和5年度第4回会議 2月20日(火)
答申

令和6年

3月

令和6年

4月

計画骨子案の検討

計画素案の検討

第３次越谷市健康づくり行動計画・食育推進計画「いきいき越谷２１」スタート

計画策定準備

資料編 

１ 第３次越谷市健康づくり行動計画・食育推進計画「いきいき越谷２１」

策定経過 
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２ 越谷市保健衛生審議会条例 
 

平成１ ５ 年３ 月３ １ 日 

条例第９ 号 

改正 平成２ ２ 年１ ２ 月２ ２ 日条例第３ ３ 号 

平成２ ６ 年１ ２ 月２ ２ 日条例第５ ７ 号 

令和元年１ ２ 月２ ０ 日条例第３ １ 号 

令和２ 年１ ２ 月１ ６ 日条例第４ １ 号 

（ 設置）  

第１ 条 市民の健康の保持及び増進に関する事項並びに地域保健対策の推進に関する事項を

調査審議するため、 市長の附属機関と し て、 越谷市保健衛生審議会（ 以下「 審議会」 と い

う 。） を設置する。  

（ 所管事項）  

第２ 条 審議会は、 市長の諮問に応じ 、 次に掲げる事項について調査審議する。  

⑴ 市民の健康づく り の推進に関する事項 

⑵ 健康増進計画に関する事項 

⑶ 公衆衛生の向上に関する事項 

⑷ 地域保健に関する事項 

⑸ 越谷市保健所及び保健センタ ーの運営に関する事項 

⑹ その他健康の保持及び増進並びに地域保健対策の推進に関する事項 

２  審議会は、 前項各号の事項について、 市長に意見を述べるこ と ができる。  

（ 組織）  

第３ 条 審議会は、 委員２ ４ 人以内で組織する。  

２  委員は、 次に掲げる者のう ちから 、 市長が委嘱する。  

⑴ 保健衛生関係団体に属する者で当該団体が推薦するも の 

⑵ 学識経験者 

⑶ 公募による市民 

（ 任期）  

第４ 条 委員の任期は、 ２ 年と する。 ただし 、 再任を妨げないも のと する。  

２  委員に欠員を生じ たと き の補欠委員の任期は、 前任者の残任期間と する。  

（ 会長及び副会長）  

第５ 条 審議会に会長及び副会長各１ 人を置く 。  

２  会長及び副会長は、 委員の互選により 定める。  

３  会長は、 審議会を代表し 、 会務を総理し 、 会議の議長と なる。  

４  副会長は、 会長を補佐し 、 会長に事故あると き 、 又は会長が欠けたと き は、 その職務を

代理する。  

（ 会議）  

第６ 条 審議会の会議は、 会長が招集する。  

２  審議会は、 委員の半数以上が出席し なければ、 会議を開く こ と ができない。  
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３  審議会の議事は、 出席委員の過半数で決し 、 可否同数のと き は、 議長の決すると こ ろ に

よる。  

（ 庶務）  

第７ 条 審議会の庶務は、 保健医療部健康づく り 推進課において処理する。  

（ 委任）  

第８ 条 こ の条例に定めるも ののほか審議会の運営に関し 必要な事項は、 審議会が別に定め

る。  

附 則 

（ 施行期日）  

１  こ の条例は、 平成１ ５ 年４ 月１ 日から 施行する。  

（ 越谷市立保健センタ ー設置及び管理条例の一部改正）  

２  越谷市立保健センタ ー設置及び管理条例（ 昭和６ ３ 年条例第１ １ 号） の一部を次のよう

に改正する。  

〔 次のよう 〕 略 

附 則（ 平成２ ２ 年条例第３ ３ 号） 抄 

（ 施行期日）  

１  こ の条例は、 平成２ ３ 年４ 月１ 日から 施行する。  

附 則（ 平成２ ６ 年条例第５ ７ 号）  

（ 施行期日）  

１  こ の条例は、 平成２ ７ 年４ 月１ 日から 施行する。  

（ 経過措置）  

２  こ の条例の施行の際現に改正前の越谷市健康づく り 推進審議会条例の規定により 委嘱さ

れている越谷市健康づく り 推進審議会委員は、 改正後の越谷市保健衛生審議会条例（ 以下

「 改正後の条例」 と いう 。） の規定により 委嘱さ れた越谷市保健衛生審議会委員と みなす。

こ の場合において、 平成２ ７ 年７ 月３ １ 日までの間に限り 、 改正後の条例第３ 条第１ 項中

「 ２ ４ 人」 と あるのは、「 ２ ７ 人」 と する。  

３  こ の条例の施行の日以後、 最初に改正後の条例第３ 条第２ 項の規定により 委嘱さ れた委

員の任期は、 改正後の条例第４ 条第１ 項本文の規定にかかわら ず、 平成２ ９ 年７ 月３ １ 日

までと する。  

（ 越谷市特別職の職員で非常勤のも のの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）  

４  越谷市特別職の職員で非常勤のも のの報酬及び費用弁償に関する条例（ 昭和３ ６ 年条例

第４ 号） の一部を次のよう に改正する。  

〔 次のよう 〕 略 

附 則（ 令和元年条例第３ １ 号） 抄 

（ 施行期日）  

１  こ の条例は、 令和２ 年４ 月１ 日から 施行する。  

附 則（ 令和２ 年条例第４ １ 号） 抄 

（ 施行期日）  

１  こ の条例は、 令和３ 年４ 月１ 日から 施行する。   
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３ 越谷市保健衛生審議会委員名簿 
 

（ ◎： 会長 ○： 副会長）（ 順不同・ 敬称略）  

 委 員 名  所   属 

◎ 原     直  一般社団法人越谷市医師会 

 平 井 丈 司  一般社団法人越谷市歯科医師会 

 中 村 幸 弘  一般社団法人越谷市薬剤師会 

 永 島 和 子  越谷市食生活改善推進員協議会 

 藤 浪 均 史  越谷市体育協会 

 山 本 幸 子  越谷市レク リ エーショ ン協会 

 河 上 祐 之  越谷市Ｐ Ｔ Ａ 連合会 

 荒 川 久美子  越谷市獣医師会 

 中 山 誠 一  越谷市接骨師会 

 佐 藤 謙 一  越谷食品衛生協会 

 石 塚 隆 行  越谷市環境衛生協会 

 松 原 勝 男  越谷市民生委員・ 児童委員協議会 

 篠 原 美代子  やまびこ 家族会 

 筒 野 貞 夫  越谷市自治会連合会 

 石 﨑 順 子  公立学校法人埼玉県立大学 

○ 松 田 典 子  文教大学 

 岡   茂 樹  医師 

 石 綱 一 央  医師 

 望 月 順 次  公募 

 中 原 明 子  公募 

 小 川 和 朗  公募 

 渋 谷 八重子  公募 

 田 中 佳 織  公募 

（ 任期： 令和 5 年( 2023 年) 8 月 1 日～令和 7 年( 2025 年) 7 月 31 日）  
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４ 越谷市健康づくり行動計画・食育推進計画策定検討委員会設置要領 
 

令和５ 年８ 月２ ３ 日市長決裁 

（ 設置）  

第１ 条 第３ 次越谷市健康づく り 行動計画・ 食育推進計画（ 以下「 計画」 と いう 。） の策定の

ため、 越谷市健康づく り 行動計画・ 食育推進計画策定検討委員会（ 以下「 検討委員会」 と い

う 。） を設置する。  

（ 組織）  

第２ 条 検討委員会の委員は、 保健医療部長の職にある者及び別表の職にある者をも っ て充

てる。  

（ 所掌事項）  

第３ 条 検討委員会の所掌事項は、 次のと おり と する。  

⑴ 計画策定のための検討に関するこ と 。  

⑵ その他計画案の検討に関し 必要なこ と 。  

（ 委員長及び副委員長）  

第４ 条 検討委員会に委員長及び副委員長を置き 、 委員長は保健医療部長、 副委員長は保健

医療部健康づく り 推進課長の職にある者をも っ て充てる。  

２  委員長は検討委員会を代表し 、 会議の議長と なる。  

３  副委員長は委員長を補佐し 、 委員長に事故あると き 、 又は委員長が欠けたと き は、 その

職務を代理する。  

（ 会議）  

第５ 条 検討委員会の会議は、 必要に応じ て委員長が招集する。  

２  委員長は、 必要があると 認めると き は、 検討委員会の委員以外の者を会議に出席さ せ、

説明を求め、 又は意見を聴取するこ と ができ る。  

（ 作業部会）  

第６ 条 計画案の作成に際し 、 専門事項の検討及び調査研究を行う ため、 検討委員会に作業

部会を置く こ と ができ る。  

２  作業部会の部会長及び部会員は、 委員長が指名する者と する。  

（ 任期）  

第７ 条 検討委員会の委員の任期は、 計画の策定が完了するまでの期間と する。  

（ 庶務）  

第８ 条 検討委員会の庶務は、 保健医療部健康づく り 推進課において処理する。  

（ その他）  

第９ 条 こ の要領に定めるも ののほか検討委員会に関し 必要な事項は、 委員長が会議に諮っ

て定める。  

 

附 則 

こ の要領は、 市長決裁の日から 施行する。  
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別表（ 第２ 条関係）  

職  名 

総合政策部政策課長 

総務部安全衛生管理課長 

市民協働部市民活動支援課長 

福祉部福祉総務課長 

福祉部障害福祉課長 

地域共生部地域包括ケア課長 

子ども 家庭部子ども 施策推進課長 

子ども 家庭部保育施設課長 

保健医療部地域医療課長 

保健医療部健康づく り 推進課長 

保健医療部国保年金課長 

保健医療部保健所保健総務課こ こ ろ の健康支援室長 

環境経済部経済振興課長 

環境経済部農業振興課長 

教育総務部生涯学習課長 

教育総務部スポーツ振興課長 

学校教育部学務課長 

学校教育部指導課長 

学校教育部給食課長 
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５ 越谷市健康づくり行動計画・食育推進計画策定検討委員会 

委員名簿 
 

（ ◎： 委員長 ○： 副委員長）  

 職      名 氏   名 

◎ 保健医療部長 野 口 広 輝 

○ 保健医療部健康づく り 推進課長 櫻 田 尚 之 

 総合政策部政策課長 野 口   毅 

 総務部安全衛生管理課長 平 井 知 代 

 市民協働部市民活動支援課長 八木下   太 

 福祉部福祉総務課長 大 熊 宏 昌 

 福祉部障害福祉課長 山 﨑 健 晴 

 地域共生部地域包括ケア課長 小 林 道 之 

 子ども 家庭部子ども 施策推進課長 関   泰 輔 

 子ども 家庭部保育施設課長 阿 部 伸 也 

 保健医療部地域医療課長 中 村 光 邦 

 保健医療部国保年金課長 小 川 泰 弘 

 保健医療部保健所保健総務課こ こ ろの健康支援室長 髙 森 紀 子 

 環境経済部経済振興課長 水 口   圭 

 環境経済部農業振興課長 内 田 英 行 

 教育総務部生涯学習課長 木 村 和 明 

 教育総務部スポーツ振興課長 坂 巻 孝 二 

 学校教育部学務課長 磯 山 貴 則 

 学校教育部指導課長 佐 藤 泰 弘 

 学校教育部給食課長 中 野   聡 
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６ 越谷市健康づくり行動計画・食育推進計画策定検討委員会 

作業部会員名簿 
 

（ ◎： 部会長 ○： 副部会長）  

 職      名 氏   名 

◎ 保健医療部健康づく り 推進課長 櫻 田 尚 之 

○ 保健医療部健康づく り 推進課調整幹 渡 辺 浩 之 

 総合政策部政策課主幹 黒 澤 素 直 

 総務部安全衛生管理課主幹 金 子 優 子 

 市民協働部市民活動支援課主任 竹 内 智 子 

 福祉部福祉総務課主幹 中 崎 正 隆 

 福祉部障害福祉課主幹（ 統括）  加 藤 千恵美 

 地域共生部地域包括ケア課主幹 清 水 麻友美 

 子ども 家庭部子ども 施策推進課副課長 佐久間 敏 彦 

 子ども 家庭部保育施設課主幹 花 澤 芳 恵 

 保健医療部地域医療課副課長 大工原 玄 樹 

 保健医療部国保年金課主幹（ 統括）  谷田部 俊 晴 

 保健医療部保健所保健総務課こ こ ろの健康支援室副室長 近 藤 陽 介 

 環境経済部経済振興課主任 浜 岡 詩 織 

 環境経済部農業振興課主査 樫 原 佳 代 

 教育総務部生涯学習課主幹 深 谷 公 一 

 教育総務部スポーツ振興課技能主任 山 室 慶 喜 

 学校教育部学務課主任指導主事 新 井 和 幸 

 学校教育部指導課主任指導主事 三 浦 大 介 

 学校教育部給食課主幹 細 井 里 美 
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７ 越谷市がん対策推進条例 
平成２ ８ 年９ 月３ ０ 日 

条例第３ ９ 号 

（ 目的）  

第１ 条 こ の条例は、 がんが市民の疾病による死亡の最大の原因と なっ ている等、 がんが市

民の生命及び健康にと っ て重大な問題と なっ ている現状に鑑み、 がん対策に関し 、 市、 保

健医療関係者、 事業者及び市民の責務を明ら かにすると と も に、 がんの予防及び早期発見

並びにがん医療の充実その他のがん対策に関する施策の基本と なる事項を 定めるこ と によ

り 、 がん対策を総合的かつ計画的に推進し 、 も っ て市民が互いに支え合い、 安心し て暮ら

すこ と のできる地域社会の実現に寄与するこ と を目的と する。  

（ 定義）  

第２ 条 こ の条例において、 次の各号に掲げる用語の意義は、 当該各号に定めると こ ろ によ

る。  

⑴ 保健医療関係者 医師その他の医療関係者並びにがんの予防及び早期発見に携わる者

をいう 。  

⑵ 事業者 市内において事業活動を行う 者をいう 。  

⑶ がん医療 科学的知見に基づく 適切ながんに係る医療をいう 。  

（ 市の責務）  

第３ 条 市は、 国、 埼玉県、 保健医療関係者並びにがん患者及びその家族を 支援するこ と を

目的と する活動を 行う 民間の団体その他の関係団体と の連携を 図り つつ、 がん対策に関す

る施策を策定し 、 及び実施する責務を有する。  

２  前項の施策は、 がん医療のほか、 保健、 医療、 福祉、 教育等幅広い観点から の検討を踏ま

えて策定さ れなければなら ない。  

（ 保健医療関係者の責務）  

第４ 条 保健医療関係者は、 がん患者の置かれている状況を深く 認識し 、 良質かつ適切なが

ん医療を行う も のと する。  

２  保健医療関係者は、 がん患者及びその家族に対し 、 積極的にこ れら の者が必要と するが

んに関する正確な情報を提供するも のと する。  

３  保健医療関係者は、 市が実施するがん対策に関する施策に協力し 、 がんの予防に寄与す

るよう 努めるも のと する。  

（ 事業者の責務）  

第５ 条 事業者は、 市が実施するがん対策に関する施策に協力するよう 努めるも のと する。  

（ 市民の責務）  

第６ 条 市民は、 喫煙、 食生活、 運動その他の生活習慣が健康に及ぼす影響等がんに関する

正し い知識を持ち、 がんの予防に必要な注意を払う よう 努めると と も に、 市が実施するが

ん対策に関する施策に協力し 、 必要に応じ 、 がん検診を 積極的に受けるよう 努めるも のと

する。  

（ 計画の策定等）  

第７ 条 市長は、 がん対策の総合的かつ計画的な推進を 図るため、 がん対策に関する基本的
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な計画（ 以下「 計画」 と いう 。） を策定するも のと する。  

２  市長は、 計画を 策定し 、 又は変更し よう と すると き は、 市民及び保健医療関係者の意見

が反映さ れるよう 、 必要な措置を講ずるも のと する。  

３  市長は、計画を策定し 、又は変更し たと きは、速やかにこ れを公表し なければなら ない。  

（ がんの予防の推進等）  

第８ 条 市は、 喫煙、 食生活、 運動その他の生活習慣及び生活環境が健康に及ぼす影響に関

する啓発及び知識の普及その他のがんの予防の推進のために必要な施策を 講ずるも のと す

る。  

２  市は、 小中学校におけるがんの予防につながる学習活動の推進に関し 必要な施策を 講ず

るも のと する。  

３  市は、 職場におけるがんに関する正し い知識の普及及びがん検診の普及啓発に努めるも

のと する。  

（ がんの早期発見の推進）  

第９ 条 市は、 がんの早期発見に資するよう 、 がん検診の質の向上を図るために必要な施策

及びがん検診に関する普及啓発その他のがん検診の受診率の向上を 図るために必要な施策

を講ずるも のと する。  

（ がん医療の充実等）  

第１ ０ 条 市は、 埼玉県及び保健医療関係者と 連携し 、 がん患者がそのがんの状態に応じ た

良質かつ適切ながん医療を受けるこ と ができ るよう 、 必要な環境の整備に努めるも のと す

る。  

２  市は、 埼玉県並びに保健医療関係者その他関係機関及び関係団体と 連携し 、 がん患者の

意向を 勘案し つつ、 その居宅において療養でき るよう 、 必要な環境の整備に努めるも のと

する。  

３  市は、 がん登録等の推進に関する法律（ 平成２ ５ 年法律第１ １ １ 号） の規定により 提供

を受けるこ と ができ る情報を積極的に活用するこ と により 、 がん対策の充実に努めるも の

と する。  

（ 緩和ケアの充実）  

第１ １ 条 市は、 緩和ケア（ がん患者の身体的若し く は精神的な苦痛の軽減又は社会生活上

の不安の緩和等を目的と する医療、 看護、 介護その他の行為をいう 。） の充実を図るために

必要な環境の整備に努めるも のと する。  

（ がん患者等の支援）  

第１ ２ 条 市は、 がん患者及びその家族のがんの罹患に伴う 負担の軽減に資するよう 、 がん

患者の社会生活及び職業生活に係る相談等がんに関する相談体制の充実その他のがん患者

及びその家族の支援のために必要な施策を講ずるも のと する。  

２  市は、 がん患者及びその家族で構成さ れる団体その他の関係団体が行う がんの予防及び

早期発見を 推進する活動並びにがん患者の療養生活の質の維持向上に資する活動の支援に

努めるも のと する。  

（ 情報の収集及び提供）  

第１ ３ 条 市は、 埼玉県及び保健医療関係者と 連携を図り つつ、 がん医療に関する情報を収

り  
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集するも のと する。  

２  市は、 市民に対し 、 がん医療並びにがん患者及びその家族の支援に関する情報を提供す

るも のと する。  

（ 先進的がん検診の推進）  

第１ ４ 条 市は、 がん検診を実施するに当たっ ては、 がんの早期発見及び検診率向上に資す

るために、 その種類・ 方法等において、 先進的な水準の維持に努めなければなら ない。  

（ 財政上の措置）  

第１ ５ 条 市は、 がん対策に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な財政上

の措置を講ずるよう 努めなければなら ない。  

（ 市議会への報告）  

第１ ６ 条 市長は、こ の条例に定める施策に関し 、毎年１ 回、市議会に報告するも のと する。  

（ 委任）  

第１ ７ 条 こ の条例の施行に関し 必要な事項は、 市長が別に定める。  

附 則 

こ の条例は、 公布の日から 施行する。  
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８ 越谷市歯科口腔保健の推進に関する条例 
平成２ ８ 年９ 月３ ０ 日 

条例第４ ０ 号 

（ 目的）  

第１ 条 こ の条例は、 口腔の健康が市民の健康で質の高い生活を営む上で重要な役割を 果た

し ているこ と に鑑み、 歯科口腔保健の推進に関する法律（ 平成２ ３ 年法律第９ ５ 号） に基

づき、 歯科口腔保健の推進に関し 、 基本理念を定め、 市、 歯科医療等業務従事者、 保健等業

務従事者、 事業者及び市民の責務を明ら かにすると と も に、 歯科口腔保健を推進するため

の施策の基本と なる事項を定めるこ と により 、 当該施策を総合的かつ計画的に実施し 、 も

っ て市民の生涯にわたる健康の保持及び増進に寄与するこ と を目的と する。  

（ 定義）  

第２ 条 こ の条例において、 次の各号に掲げる用語の意義は、 当該各号に定めると こ ろ によ

る。  

⑴ 歯科口腔保健 歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持をいう 。  

⑵ 歯科医療等業務従事者 歯科医師、 歯科衛生士、 歯科技工士その他の歯科医療又は歯

科保健指導に係る業務に従事する者及びこ れら の者をも っ て組織する団体をいう 。  

⑶ 保健等業務従事者 保健、 医療、 社会福祉、 労働衛生、 教育その他の関連する分野に

係る業務に従事する者及びこ れら の者をも っ て組織する団体をいう 。  

⑷ 事業者 市内において事業活動を行う 者をいう 。  

⑸ 歯科健診等 歯科に係る健康診査、 健康診断及び保健指導等をいう 。  

（ 基本理念）  

第３ 条 歯科口腔保健の推進は、 次に掲げる事項を基本理念と し て行う も のと する。  

⑴ 市民が、 生涯にわたっ て日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行う と と も

に、 歯科疾患を早期に発見し 、 早期に治療を受けるこ と を促進するこ と 。  

⑵ 乳幼児期から 高齢期までのそれぞれの時期における口腔と その機能の状態及び歯科疾

患の特性に応じ て、 適切かつ効果的に歯科口腔保健を推進するこ と 。  

⑶ 保健、 医療、 社会福祉、 労働衛生、 教育その他の関連分野における施策と の連携を図

り つつ、 その関係者の協力を得て、 総合的に歯科口腔保健を推進するこ と 。  

（ 市の責務）  

第４ 条 市は、 前条の基本理念にのっ と り 、 歯科口腔保健の推進に関する施策を策定し 、 及

び実施するも のと する。  

（ 歯科医療等業務従事者及び保健等業務従事者の責務）  

第５ 条 歯科医療等業務従事者及び保健等業務従事者は、 相互に連携を図り ながら 、 基本理

念にのっ と り 、 適切にその業務を行う と と も に、 市が実施する歯科口腔保健の推進に関す

る施策に協力するよう 努めるも のと する。  

（ 事業者の責務）  

第６ 条 事業者は、 基本理念にのっ と り 、 従業員の歯科健診等を 受ける機会を確保するこ と

により 、 従業員に対する歯科口腔保健の推進に関する取組を支援するよう 努めるも のと す

る。  

く う  
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（ 市民の責務）  

第７ 条 市民は、 歯科口腔保健に関する正し い知識と 理解を深め、 定期的な歯科健診等の受

診を心がけ、 必要に応じ て歯科保健指導を受けるこ と により 、 生涯にわたり 、 歯科口腔保

健の推進に取り 組むよう 努めるも のと する。  

（ 施策の基本的事項の実施）  

第８ 条 市は、 歯科口腔保健を推進するため、 次に掲げる事項を 基本と する施策を実施する

も のと する。  

⑴ 乳幼児期、 学齢期、 成人期、 高齢期及び妊娠期における歯科口腔保健の推進に必要な

施策 

⑵ 障がいのある者、 介護を必要と する者等に対する歯科口腔保健の推進に必要な施策 

⑶ 口腔がんに関する知識の普及及び早期発見に必要な施策 

⑷ 歯科口腔保健に関する情報の収集及び普及啓発の推進に必要な施策 

⑸ 前各号に掲げるも ののほか、 市民の歯科口腔保健の推進に必要な施策 

（ 財政上の措置等）  

第９ 条 市は、 歯科口腔保健に関する施策を推進するために必要な財政上の措置その他の措

置を講ずるよう 努めなければなら ない。  

附 則 

こ の条例は、 公布の日から 施行する。  
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９ 越谷市自殺対策推進条例 
平成３ ０ 年６ 月２ １ 日 

条例第５ ３ 号 

（ 目的）  

第１ 条 こ の条例は、 自殺が重大な社会問題と なっ ている現状に鑑み、 自殺対策に関し 、 基

本理念を定め、 市、 学校、 事業者及び市民の責務を明ら かにすると と も に、 自殺対策に関

する施策の基本と なる事項を定めるこ と により 、 自殺対策を総合的かつ計画的に推進し 、

市民一人一人が自他のかけがえのない命を守り 、 大切にし 、 誰も が自殺に追い込まれるこ

と のない、 地域社会の実現に寄与するこ と を目的と する。  

（ 基本理念）  

第２ 条 自殺対策は、 生き るこ と の包括的な支援と し て、 全ての市民がかけがえのない個人

と し て尊重さ れると と も に、 生き がいや希望を持っ て暮ら すこ と ができるよう 、 その妨げ

と なる諸要因の解消に資するための支援及びそれを支えるための環境の整備充実が適切に

図ら れるこ と を旨と し て、 実施さ れなければなら ない。  

２  自殺対策は、 自殺が個人的な問題と し てのみ捉えら れるべき も のではなく 、 その背景に

様々な社会的な要因があるこ と を踏まえ、包括的な取組と し て実施さ れなければなら ない。 

３  自殺対策は、 自殺が多様かつ複合的な原因及び背景を有するも のであるこ と を踏まえ、

自殺の実態又は地域の実情に即し て実施さ れなければなら ない。  

４  自殺対策は、 自殺の予防又は自殺発生の危機への対応及び自殺が発生し た後又は自殺が

未遂に終わっ た後の対応の各段階に応じ た効果的な施策と し て実施さ れなければなら ない。 

５  自殺対策は、国及び埼玉県と 連携を図り つつ、市、学校（ 学校に類する教育機関を含む。

以下同じ 。）、 事業者（ 市内において事業活動を行う 者をいう 。 以下同じ 。）、 市民、 医療機

関、 福祉関係機関等の相互の密接な連携及び協力の下に実施さ れなければなら ない。  

（ 市の責務）  

第３ 条 市は、 前条に定める基本理念にのっ と り 、 市の実情に応じ た自殺対策を実施するも

のと する。  

２  市は、 前項の規定による自殺対策の実施に当たっ ては、 市内の自殺問題に関する状況及

び情報について組織横断的に分析し 、 効果的なも のと なるよう 努めるも のと する。  

３  市は、 事業者及び市民の自殺対策に関する取組を支援し なければなら ない。  

４  市は、 自殺対策の担い手でも ある職員が、 心身の健康を保持し ながら 職務に従事するこ

と ができ るよう 適切な措置を講ずるよう 努めなければなら ない。  

（ 学校の責務）  

第４ 条 学校は、 市、 保護者及び関係機関と 連携し ながら 、 児童、 生徒又は学生が命の尊さ

に対する理解を深め、 心身と も に健康な生活を送るこ と ができ るよう 適切な措置を講ずる

も のと する。  

２  学校は、 命の尊さ を学ぶ機会を設けるよう 努めるも のと する。  

３  学校は、 児童、 生徒又は学生の心の迷いのサイ ン等を見逃すこ と なく 、 適切に対処する

も のと する。  

４  学校は、 児童、 生徒又は学生と 接する教職員が、 心身の健康を 保持し ながら 職務に従事
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するこ と ができ るよう 適切な措置を講ずるよう 努めなければなら ない。  

（ 事業者の責務）  

第５ 条 事業者は、 自殺対策に取り 組む当事者と し ての意識を持ち、 自殺に対する正し い理

解を深め、 市又は関係機関と 連携し ながら 、 その職場で働く 全ての者が、 心身の健康を保

持し ながら 職務に従事でき るよう 、 その職場環境の形成に努めるも のと する。  

（ 市民の責務）  

第６ 条 市民は、 自殺に対する正し い知識を習得し 、 理解を深め、 一人一人が自殺対策の担

い手になれるよう 努めるも のと する。  

（ 名誉、 心情及び生活の平穏への配慮）  

第７ 条 自殺対策の実施に当たっ ては、 自殺者、 自殺未遂者及び自殺のおそれがある者並び

にそれら の者の親族等の名誉、 心情及び生活の平穏に十分配慮し なければなら ない。  

（ 計画の策定等）  

第８ 条 市長は、 次に掲げる施策を推進するため、 自殺対策を総合的かつ計画的に推進する

ための計画（ 以下「 推進計画」 と いう 。） を策定するも のと する。  

⑴ 自殺に関する調査及び研究 

⑵ 自殺に関する市民一人一人の気づき と 見守り の促進 

⑶ 自殺対策に関する人材の確保及び育成 

⑷ 心の健康づく り の相談体制の整備及び充実 

⑸ 適切な精神科医療が受けら れる環境の整備 

⑹ 自殺防止のための包括的な取組の推進 

⑺ 自殺未遂者及びその親族等に対する支援 

⑻ 自死遺族等に対する支援 

⑼ 自殺対策に関する活動を行う 民間団体に対する支援 

⑽ 子ども ・ 若者の自殺対策の推進 

⑾ 高齢者の自殺対策の推進 

⑿ 労働問題による自殺対策の推進 

⒀ その他自殺対策に必要な施策の推進 

２  市長は、 推進計画を策定し 、 又は変更し よう と すると き は、 市民及び保健医療関係者の

意見が反映さ れるよう 、 必要な措置を講ずるも のと する。  

３  市長は、 推進計画を策定し 、 又は変更し たと き は、 速やかにこ れを公表し なければなら

ない。  

（ 越谷市自殺対策連絡協議会の設置）  

第９ 条 自殺対策に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、 市長の附属機関と し て

越谷市自殺対策連絡協議会（ 以下「 協議会」 と いう 。） を置く 。  

２  協議会は、 次に掲げる事項を所掌する。  

⑴ 自殺対策の協議に関するこ と 。  

⑵ 推進計画の策定及び変更の協議に関するこ と 。  

⑶ 自殺対策の連絡調整に関するこ と 。  

⑷ その他自殺対策に関し 必要な事項に関するこ と 。  
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３  前項に定めるも ののほか、 協議会に関し 必要な事項は、 規則で定める。  

（ 財政上の措置）  

第１ ０ 条 市は、 自殺対策に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な財政上

の措置を講ずるよう 努めなければなら ない。  

（ 市議会への報告）  

第１ １ 条 市長は、こ の条例に定める施策に関し 、毎年１ 回、市議会に報告するも のと する。  

（ 委任）  

第１ ２ 条 こ の条例の施行に関し 必要な事項は、 市長が別に定める。  

附 則 

こ の条例は、 平成３ ０ 年１ ０ 月１ 日から 施行する。  
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１０ 用語解説 
 

【英数字】 

６ ５ 歳健康寿命 ⇒ 健康寿命 

Ｂ ＭＩ  

（ 体格指数）  

「 Body Mass I ndex」 の略。 身長から みた体重の割合を示す指数を算出し 、

肥満度の判定を行う 。計算式は、現在の体重（ ｋ ｇ ）÷身長（ ｍ）÷身長（ ｍ）。

１ ８ ． ５ 未満を「 やせ」、 １ ８ ． ５ 以上２ ５ ． ０ 未満を「 普通」、 ２ ５ ． ０ 以

上を肥満と し て判定する。  

Ｃ Ｏ Ｐ Ｄ  

（ 慢性閉塞性肺

疾患）  

「 Chr oni c Obst r uct i ve Pul monar y Di sease」 の略。 気管支や、 肺胞（ 気

管支の先にあっ て酸素を取り 込む場所） に炎症がおき る病気で、慢性閉塞性

肺疾患と 呼ばれており 、肺機能が通常の加齢変化の程度を超えて低下し てい

く 。 Ｃ Ｏ Ｐ Ｄ の原因には、 粉じ んや大気汚染、 乳幼児期の呼吸器感染、 遺伝

など、 様々なも のがあるが、 最も 重要な危険因子は喫煙だと 言われている。 

Ｈ ｂ Ａ １ ｃ  

（ ヘ モ グ ロ ビ

ン・ エー・ ワン・

シー）  

血液中のブド ウ糖がヘモグロビンと 結合し た「 糖化ヘモグロビン」 がどの

く ら いの割合で存在し ているかをパーセント （ ％） で表し たも の。 過去１ ～

２ か月間の平均的な血糖値を反映するため、日常生活や症状を把握するこ と

ができる。血糖値の低い状態が続く と 、ヘモグロビンに結合するブド ウ糖の

量が少なく なるのでＨ ｂ Ａ １ ｃ は低く なり 、血糖値の高い状態が続く と 高く

なる。 特定健診においては、 ５ ． ６ ％未満が正常値と なっ ている。  

Ｈ Ｄ Ｌ コ レステ

ロール 

細胞が使いきれなかっ たコ レステロールや、血管の壁にたまっ たコ レステ

ロ ールを 回収し て肝臓へ戻す働き を する コ レ ステロ ール。「 善玉コ レ ステ 

ロール」 と 呼ばれている。 Ｈ Ｄ Ｌ は「 Hi gh Densi t y Li popr ot ei n」 の頭文字

で「 高比重リ ポタ ンパク 」 の意味。  

Ｌ Ｄ Ｌ コ レステ

ロール 

肝臓で作ら れたコ レ ステロ ールを 全身へ運ぶ役割を 担っ ているコ レ ステ

ロール。増えすぎると 動脈硬化を起こ し て心筋梗塞や脳梗塞を発症さ せるこ

と から 、「 悪玉コ レステロール」 と 呼ばれている。 Ｌ Ｄ Ｌ は「 Low Densi t y 

Li popr ot ei n」 の頭文字で「 低比重リ ポタ ンパク 」 の意味。  

Ｎ Ｇ Ｓ Ｐ 値 

Ｈ ｂ Ａ １ ｃ の検査結果（ 測定値） を表す国際基準値。 平成２ ５ 年（ ２ ０ １ ３

年） の健診から 使用さ れている。 Ｎ Ｇ Ｓ Ｐ は「 Nat i onal  Gl ycohemogl obi n 

St andar di zat i on Pr ogr am」 の頭文字。  

Ｐ Ｓ Ａ 検査 

前立腺から 血液中に 分泌さ れる 前立腺特異抗原（ Prostat e-Speci f i c 

Ant i gen） の値を測定する血液検査。前立腺がんが発生すると 、大量のＰ Ｓ Ａ が

血液中に流れ出すため、血液中のＰ Ｓ Ａ の値を調べるこ と で前立腺がんの可能

性があるかを判断する。  

Ｓ Ｄ Ｇ ｓ  

「 Sustai nabl e Devel opment  Goal s」 の略。持続可能な開発目標。２ ０ １ ５ 年

９ 月の国連サミ ッ ト で加盟国の全会一致で採択さ れた。２ ０ ３ ０ 年までに持続

可能でより よい世界を目指す国際目標。  

【あ】 

悪性新生物 

がんと 肉腫のこ と 。 何ら かの理由で遺伝子に「 傷」 が生じ （ 変異）、 細胞

が無秩序に増え続けてできた細胞のかたまり が周囲に広がっ たり 、他の部位

に転移する病気。がんは体の表面や臓器の粘膜などを覆っ ている細胞（ 上皮

細胞） や血液の悪性新生物、肉腫は骨や筋肉などをつく る細胞の悪性新生物

のこ と を指す。  

運動器 

運動器と は、 骨、 関節、 筋肉、 靱帯、 神経と いっ た人間のから だの動きを

担当する組織・ 器官のこ と 。  

から だを動かすためには、骨や関節の状態が良好に保たれて、さ ら に神経

が正し く はたら いて筋肉を動かすこ と が必要である。  
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オーラ ルフ レイ

ル 

さ さ いな口腔機能の衰え（ 食事でよく 食べこ ぼすよう になっ た、固いも の

が噛めなく なり 、 むせるこ と が増えた、 滑舌が悪く なっ てき た） のこ と 。 健

康と 要介護の間と さ れ、可逆的であるこ と が大きな特徴のひと つであり 、早

めに気づき 、 適切な対応をするこ と で健康に近づく こ と が可能。  

【か】 

がん検診県民サ

ポータ ー 

がんに関する正し い知識を持ち、がん検診の重要性を理解し たう えで、自

ら がん検診を受診すると と も に、地域において地域の住民等にがん検診の受

診を勧める人。県または市町村が実施する「 がん検診県民サポータ ー養成研

修」 を受講する必要がある。  

虚血性心疾患 

心臓を動かす筋肉（ 心筋） に栄養分や酸素を運ぶ冠動脈が、 動脈硬化など

で狭く なっ たり 閉塞し たり し て、心臓の機能が低下し たり 、心筋に壊死が起

こ る病気で、狭心症と 心筋梗塞を総称し たも の。心筋に送ら れる血液の量が

不足（ 虚血） するこ と から こ う 呼ばれる。  

脂質異常症、 高血圧、 喫煙、 糖尿病が危険因子と し てあげら れ、 加齢と と

も に動脈硬化が進むこ と も あり 、 高齢になるほど発症が多く みら れる。  

血圧（ 拡張期血

圧、収縮期血圧） 

心臓から 送り 出さ れた血液が、動脈の壁に与える圧力のこ と 。心臓が収縮

し て血液を送り 出し た時の血管への圧を「 収縮期血圧」（ 最高血圧）、 拡張し

た時に血管が元の太さ に戻り ながら かかる圧を「 拡張期血圧」（ 最低血圧）

と いう 。 最高血圧が１ ４ ０ ｍｍＨ ｇ 以上、 あるいは、 最低血圧が９ ０ ｍｍＨ ｇ

以上で高血圧と 診断さ れる。  

健 康 日 本 ２ １

（ 第三次）  

（ ２ １ 世紀にお

ける第三次国民

健 康 づ く り 運

動）  

健康増進法に基づき 策定さ れた「 国民の健康の増進の総合的な推進を図る

ための基本的な方針（ 令和５ 年厚生労働省告示第２ ０ ７ 号）」 により 推進さ

れる計画。 令和６ 年度（ ２ ０ ２ ４ 年度） から 令和１ ７ 年度（ ２ ０ ３ ５ 年度）

までを計画期間と する。  

「 全ての国⺠が健やかで⼼豊かに⽣活でき る持続可能な社会の実現」をビ

ジョ ンと し 、「 誰一人取り 残さ ない健康づく り 」 を推進し 、「 より 実効性をも

つ取組の推進」 に重点を置く 。  

ゲート キーパー 

自殺の危険を示すサインに気づき、 適切な対応（ 悩んでいる人に気づき、 声

をかけ、 話を聞いて、 必要な支援につなげ、 見守る） を図るこ と ができる人。 

悩みを抱えた人は、「 人に悩みを言えない」、「 どこ に相談に行っ たら よいか

わから ない」、「 どのよう に解決し たら よいかわから ない」 等の状況に陥るこ と

がある。 悩みを抱えた人を支援するために、 周囲の人々がゲート キーパーと し

ての役割を担う こ と が大切。  

健康格差 地域や社会経済状況の違いによる集団間の健康状態の差をいう 。  

健康寿命 

健康寿命と は、「 健康上の問題で日常生活が制限さ れるこ と なく 生活でき

る期間」 のこ と 。 本市では、 埼玉県と 同様に「 ６ ５ 歳に達し た人が要介護２

以上になるまでの平均的な期間を算出し たも の」（ １ ２ ページ） を「 ６ ５ 歳

健康寿命」 と し ている。  

健康長寿サポー

タ ー 

自分の健康づく り に取り 組むと と も に、役に立つ健康情報を、家族、友人、

周り の皆さ まに広める活動をする人。埼玉県の取組で、市町村や県が健康づ

く り のイ ベント や研修会の中で実施する「 健康長寿サポータ ー養成講習」 を

修了すると 、 健康長寿サポータ ーになるこ と ができ る。  

健康増進法 

国民の健康の増進の総合的な推進に関し 基本的な事項を定めると と も に、

国民の健康の増進を図るための措置を講じ 、国民保健の向上を図るこ と を目

的に、 平成１ ４ 年（ ２ ０ ０ ２ 年） に制定さ れた法律。  

後期高齢者 

７ ５ 歳以上の高齢者のこ と 。 平成２ ０ 年（ ２ ０ ０ ８ 年） ４ 月から「 後期高齢

者医療制度」 が開始さ れた。 同制度の運営は、 埼玉県内の全市町村で構成する

広域連合が行い、 受付、 相談などの身近な窓口業務は居住する市町村が行う 。 
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後期高齢者健康

診査 

後期高齢者医療制度に加入し ている人に対し て、生活習慣病やフ レイ ルの

早期発見や健康の保持・ 増進のために実施する健康診査。 主な調査項目は、

一般的な健康診査と 同様の身体測定、血圧、血中脂質検査、肝機能検査など。 

口腔機能 

咀
そ

嚼
し ゃ く

（ かみ砕く ）、 嚥
えん

下
げ

（ 飲み込む）、 発音、 唾
だ

液
えき

の分泌などに関わり 、

「 食べる・ 話す」 と いう 、 人が社会のなかで健康な生活を営むための原点と

も いう べき 機能のこ と 。口腔機能が低下すると 食物の種類が制限さ れ、免疫

力の低下から 病気にかかり やすく なるこ と に加え、食事や会話に支障をき た

すこ と から 、身体的にも 精神的にも 活動が不活発になり 、高齢者では寝たき

り や認知症の引き 金と も なり う る。  

高齢化率 

６ ５ 歳以上の人口（ 高齢者人口） が総人口に占める割合のこ と 。 一般的に

は、 高齢化率７ ％を超え１ ４ ％以下が「 高齢化社会」、 １ ４ ％を超え２ １ ％

以下が「 高齢社会」、 ２ １ ％を超えると 「 超高齢社会」 と 呼ばれている。  

【さ】 

埼玉県健康長寿

計画（ 第４ 次）  

健康増進法第８ 条に基づく 埼玉県の健康増進計画。第４ 次計画から 地域保

健医療計画に組み込み、取組や指標の管理を一体的に行う こ と ができ るよう

にする。 計画期間は令和６ 年度（ ２ ０ ２ ４ 年度） から令和１ １ 年度（ ２ ０ ２ ９

年度）。  

埼玉県食育推進

計画（ 第５ 次）  

食育基本法第１ ７ 条に基づく 埼玉県の食育推進計画。第５ 次計画から 地域保

健医療計画に組み込み、取組や指標の管理を一体的に行う こ と ができ るよう

にする。 計画期間は令和６ 年度（ ２ ０ ２ ４ 年度） から令和１ １ 年度（ ２ ０ ２ ９

年度）。  

三次救急医療機

関 

脳卒中、 心筋梗塞、 頭部外傷など、 生命の危機が切迫し ている重篤な患者

に対応する救急救命センタ ーや高度救命救急センタ ーを備える医療機関。  

自殺死亡率 人口１ ０ 万人あたり の年間自殺者数の割合。  

脂質異常症 

血液中のＬ Ｄ Ｌ コ レステロールやト リ グリ セラ イ ド（ 中性脂肪） が多すぎ

たり 、 Ｈ Ｄ Ｌ コ レステロールが少なく なる病気のこ と 。 以前は「 高脂血症」

と 呼ばれていた。脂質異常症を放置すると 、血管の動脈硬化が徐々に進行し 、

やがて心筋梗塞や脳卒中などの深刻な病気が引き 起こ さ れると いわれてい

る。  

受動喫煙 

他人の吸う たばこ の煙を周囲の人が吸わさ れるこ と 。火を付けたまま放置

さ れたたばこ の煙（ 副流煙） は特に有害物質が多い。 喫煙者が吐き 出す煙を

「 呼出煙」、 喫煙者が吸う 煙は「 主流煙」 と いう 。  

循環器疾患 

血液を全身に循環さ せる臓器である心臓や血管などが正常に働かなく な

る疾患のこ と 。 狭心症・ ⼼筋梗塞などの虚血性心疾患や心不全・ 脳血管疾患

（ 脳梗塞・ 脳出血・ く も 膜下出血）・ 動脈瘤など。  

食育 

様々な経験を通じ て『 食』 に関する知識と 『 食』 を選択する力を習得し 、

健全な食生活を実践するこ と ができ る人間を育てるこ と 。食育は生き る上で

基本であっ て、知育、徳育及び体育の基盤と なるべきも のと 定義さ れている。 

食育基本法 

国民が生涯にわたっ て健全な心身を培い、豊かな人間性を育むための食育

を総合的かつ計画的に推進するこ と を目的と し て、平成１ ７ 年（ ２ ０ ０ ５ 年）

に制定さ れた法律。  

食生活改善推進

員 

（ ヘルスメ イト ） 

地域の人々と と も に食生活を通じ て元気で活力ある健康なまちづく り を

推進し ていく ボラ ンティ アのこ と 。市内においても 保健センタ ーや各地区セ

ンタ ー・ 公民館で料理教室の開催などの活動を行っ ている。  

生活習慣病 ⇒非感染性疾患（ Ｎ Ｃ Ｄ ｓ ）  
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【た】 

第４ 次食育推進

基本計画 

食育基本法第１ ６ 条に基づき、食育の推進に関する施策の総合的かつ計画

的な推進を図るため、国が基本的な方針や目標について定めるも の。計画期

間は令和３ 年度（ ２ ０ ２ １ 年度） から おおむね５ 年間。  

適正体重 
健康的で標準的な体重のこ と で、 一般的にＢ ＭＩ が２ ２ になる体重を い

う 。 計算式は、 現在の体重（ ｋ ｇ ） ÷身長（ ｍ） ÷身長（ ｍ）。  

特定健康診査 

（ 特定健診）  

生活習慣病の予防のために、４ ０ 歳以上７ ５ 歳未満の健康保険被保険者及

び被扶養者を対象と し て、メ タ ボリ ッ ク シンド ロームの予防・ 改善に重点を

おいた健診のこ と 。特定健診の結果をも と に、内臓脂肪蓄積の程度と リ スク

要因の数に着目し て、レベル別（「 情報提供」「 動機付け支援」「 積極的支援」）

に特定保健指導の対象者の選定を行う （ 階層化）。  

特定保健指導 

特定健康診査を受診し た結果、「 生活習慣病のリ スク が高いが、 生活習慣

を改善するこ と で予防効果が期待できる」と 判断さ れた人に対し て指導を行

う こ と 。  

メ タ ボリ ッ ク シンド ロームの予防・ 改善のために自分の健康状態を知り 、

生活習慣の見直し ができ るよう 、 医師・ 保健師・ 管理栄養士が教室や面接を

通じ て目標や取組内容を一緒に考え、より 効果的に実践でき るよう に支援す

るこ と 。 程度により 「 動機づけ支援」 と 「 積極的支援」 に分かれる。  

【な】 

乳幼児突然死症

候群 

（ Ｓ Ｉ Ｄ Ｓ ）  

原則と し て１ 歳未満の赤ちゃんに、それまでの健康状態及び既往歴から そ

の死亡が予測でき ず、死亡状況調査及び解剖によっ ても その原因が同定さ れ

な い 突然の死を も た ら す症候群。 Ｓ Ｉ Ｄ Ｓ は「 Sudden I nf ant  Deat h 

Syndr ome」 の略。  

仰向けに寝かせる、できるだけ母乳で育てる、妊婦や赤ちゃんの周囲の人

がたばこ を止める、と いう ３ つのポイ ント を守るこ と で、Ｓ Ｉ Ｄ Ｓ の発症率

が低く なると いう データ がある。  

年齢調整死亡率 

も し 人口構成が基準人口と 同じ であれば、実現さ れたであろう 死亡率のこ

と 。  

例えば、がんは高齢になるほど死亡率が高く なるため、高齢者の多い都道

府県では死亡率が高く なり 、若年者の多い都道府県では死亡率が低く なる傾

向がある。  

こ のよう な年齢構成の異なる地域間で死亡状況の比較ができ るよう に調

整し た死亡率（ 人口１ ０ 万人対） をいう 。  

脳血管疾患 

脳の動脈硬化が進み、脳の血管が詰まっ たり 破れたり する病気の総称。脳

の血管が破れる「 脳出血」、 脳の外側の膜で出血が起こ る「 く も 膜下出血」、

脳の血管が詰まる「 脳梗塞」 に分類さ れる。  

【は】 

パブリ ッ ク コ メ

ント  

意見公募手続。 基本的な施策に関する計画、 方針、 指針や基本的な理念等を

定めた条例等を策定する際に、 あらかじ め計画等の案を公表し 、 市民等の意見

を募る制度。 本市では越谷市自治基本条例に基づく 要綱により 実施し ている。 

非感染性疾患 

（ Ｎ Ｃ Ｄ ｓ ）  

脳卒中やがん、 心疾患、 糖尿病、 慢性閉塞性肺疾患（ Ｃ Ｏ Ｐ Ｄ ） など、 そ

の発症や進行に食生活や運動、喫煙、飲酒などの生活習慣が深く 関係すると

さ れている 疾患の総称で、 生活習慣病と も いわれる 。 Ｎ Ｃ Ｄ ｓ は「 Non-

Communi cabl e Di seases」 の略。  

標準化死亡比 

人口１ ０ 万人あたり の死亡数をある地域に当てはめた場合に、国の平均と

比べて多いか少ないかを判断できるよう にするために算出さ れた数値。国の

平均を１ ０ ０ と し 、標準化死亡比が１ ０ ０ 以上の場合は国の平均より 死亡率

が高く 、 １ ０ ０ 以下の場合は低いと 判断さ れる。  
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フ レイ ル 
「 虚弱」 を意味する英語「 Fr ai l t y」 を語源と し て造ら れた言葉で、 心身

の活力（ 筋力、 認知機能、 社会と のつながり など） が低下し た状態をいう 。 

平均寿命 

ある年の男女別にみた年齢別死亡率が将来も そのまま続く と 仮定し て、各

年齢に達し た人たちが、その後平均し て何年生き ら れるかを示し たも のを平

均余命と いい、 出生時、 つまり ０ 歳時の平均余命をと く に平均寿命と いう 。 

ヘルスメ イ ト  ⇒食生活改善推進員 

【ま】 

慢性閉塞性肺疾

患 
⇒Ｃ Ｏ Ｐ Ｄ  

メ タ ボリ ッ ク  

シンド ローム 

（ 内臓脂肪症候

群）  

腹囲の基準（ 男性で８ ５ ｃ ｍ以上、 女性で９ ０ ｃ ｍ以上） に加え、 脂質異

常、 高血糖、 高血圧のう ち、 ２ つ以上に該当すると「 メ タ ボリ ッ ク シンド ロ

ーム」 と 診断さ れる。症状が進むと 血液中のコ レステロールや中性脂肪が必

要以上に増えるなどし 、 動脈硬化の原因と なる。  

メ ンタ ルヘルス 

「 こ こ ろ の健康」の意味で広義には心身両面から こ こ ろ の問題を扱う 際に

用いら れる言葉のこ と 。仕事や家庭生活に不安や悩み、スト レスがあると 訴

える人が増えているこ と から 、メ ンタ ルヘルスの重要性は昨今高く なっ てい

る。  

【や】 

要介護等認定者 

介護保険制度で、加齢による心身機能の低下や認知症等で常時介護を必要

と する状態（ 要介護状態） になっ た場合や、 家事や身支度等の日常生活に支

援が必要になっ た状態（ 要支援状態） になっ た場合に、 保険者である市町村

に設置さ れる介護認定審査会で判定さ れた人。どの程度の支援が必要かなど

の指標により 要支援１ 、２ 、要介護１ ～要介護５ までの７ 段階に分けら れる。

なお要介護認定は介護サービスの給付額に結びつく こ と から 、その基準につ

いては全国一律に客観的に定めら れている。  

【ら】 

ラ イ フ コ ース 

アプローチ 

現在の健康状態は過去の生活習慣・ 社会環境の影響を受け次世代の健康に

影響を及ぼすと いう 可能性を考慮し 、胎児期から 老齢期に至るまで、人の生

涯を経時的に捉えた健康づく り の視点のこ と 。  

ラ イ フ ステージ 乳幼児期、 青年・ 壮年期、 高齢期等の人の生涯における各段階のこ と 。  

倫理的消費 

（ エシカル消費） 

地域の活性化や雇用なども 含む、人や社会、環境に配慮し た消費行動のこ

と 。  

ロコ モティ ブ 

シンド ローム 

（ 運動器症候群） 

から だの骨や関節、 筋肉が弱く なっ たり 、 運動器の機能が低下し て、 介護

が必要と なっ たり 、 その危険性が高いこ と 。  

【わ】 

ワーク ラ イ フ  

バラ ンス 
仕事と 生活を調和（ 両立） さ せるこ と 。  
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１１ アンケート調査票 
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